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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】束線部の引き出し方向を容易に変更できる蓄電
装置の提供。
【解決手段】所定方向である第一方向に並ぶ複数の蓄電
素子と、異なる蓄電素子同士を電気的に接続する複数の
バスバと、蓄電素子又はバスバに接続される複数の導電
線が束ねられることで構成される束線部７と、を備え、
束線部７は、その基部を蓄電素子に沿った位置で且つ第
一方向に並ぶ複数の蓄電素子の途中位置に配置されると
共に、基部を起点に束線部７の向きが変更可能である蓄
電装置。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向である第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
　異なる蓄電素子同士を電気的に接続する複数のバスバと、
　前記蓄電素子又は前記バスバに接続される導電線を含む複数の導電線が束ねられること
で構成される束線部と、を備え、
　前記束線部は、その基部を前記蓄電素子に沿った位置で且つ前記複数の蓄電素子におけ
る前記第一方向の途中位置に配置されると共に、該基部を起点に該束線部の向きを変更可
能である、蓄電装置。
【請求項２】
　前記束線部の基部は、前記第一方向の中央位置に配置される、請求項１に記載の蓄電装
置。
【請求項３】
　前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延びた状態の前記束線部を取り外し可能に
保持する保持部を備える、請求項１又は２に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記束線部は、相手側コネクタとの嵌合方向と直交する方向に扁平なコネクタを先端に
有し、
　前記扁平なコネクタの長手方向は、前記束線部が前記複数の蓄電素子から離れる第二方
向に沿って延びた状態のときに、前記第一方向に沿う、請求項１～３のいずれか１項に記
載の蓄電装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電圧測定等に用いられる導電線が束ねられた束線部を備える蓄電装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ケーブルハーネスを備えた組電池が知られている（特許文献１参照）。具体
的に、この組電池は、所定の電池セル間または、各電池セル間の電圧信号を送信するため
に配線される複数本の電圧検出線を備える。複数本の電圧検出線は、途中で束線としてセ
ル厚さ方向に延びるケーブルハーネスにまとめられて、総端子部としての正極側端子と同
じ側に配置されるコネクタに至る。また、複数本の電圧検出線は、途中で束線としてセル
厚さ方向に延びるケーブルハーネスにまとめられて、総端子部としての負極側端子と同じ
側に配置されるコネクタに至る。さらに、組電池は、複数個の電池セルの所定位置に接続
される検出端子から検出した温度信号を送信するために配線される複数本の温度検出線を
備える。複数本の温度検出線は、組電池の外郭を出た所で１本のケーブルハーネスにまと
められてコネクタに接続されている。以上の各コネクタは、電池監視装置の制御回路に接
続される。
【０００３】
　上述の組電池では、ケーブルハーネスの組電池における引き出し方向が決まっているた
め、複数の組電池が配置されて一つの制御回路に各組電池のコネクタが接続される場合に
、ケーブルハーネスの取り回しができない又は困難となる場合があった。
【０００４】
　このため、制御回路の配置位置に合わせてケーブルハーネスの引き出し方向が設定され
た複数種の組電池、即ち、ケーブルハーネスの引き出し方向の異なる複数種の組電池を準
備する必要があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１３－１０９９１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本実施形態は、束線部の引き出し方向を容易に変更できる蓄電装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態の蓄電装置は、
　所定方向である第一方向に並ぶ複数の蓄電素子と、
　異なる蓄電素子同士を電気的に接続する複数のバスバと、
　前記蓄電素子又は前記バスバに接続される導電線を含む複数の導電線が束ねられること
で構成される束線部と、を備え、
　前記束線部は、その基部を前記蓄電素子に沿った位置で且つ前記複数の蓄電素子におけ
る前記第一方向の途中位置に配置されると共に、該基部を起点に該束線部の向きを変更可
能である。
【０００８】
　かかる構成によれば、複数の導電線が束ねられた束線部がその基部を起点に向きを変更
可能であるため、束線部の蓄電装置からの引き出し方向を容易に変更することができる。
【０００９】
　この場合、
　前記束線部の基部は、前記第一方向の中央位置に配置されてもよい。
【００１０】
　かかる構成によれば、束線部の引き出し方向を第一方向の一方側と他方側とのいずれの
向きに変えても、蓄電装置（束線部を除いた蓄電装置）の所定方向の端部から束線部の先
端までの距離を等しくすることができる（例えば、図６の符号７Ａ及び７Ｂ参照）。
【００１１】
　前記蓄電装置は、
　前記複数の蓄電素子に沿って前記第一方向に延びた状態の前記束線部を取り外し可能に
保持する保持部を備えてもよい。
【００１２】
　このように保持部を備えることで、束線部を第一方向の一方側又は他方側に引き出した
ときの該束線部を固定することができる。しかも、保持部が取り外し可能に束線部を保持
しているため、束線部を保持部に保持させた後でも該保持部から束線部を取り外すことで
該束線部の向きを容易に変更することができる。
【００１３】
　また、前記蓄電装置では、
　前記束線部は、相手側コネクタとの嵌合方向と直交する方向に扁平なコネクタを先端に
有し、
　前記扁平なコネクタの長手方向は、前記束線部が前記複数の蓄電素子から離れる第二方
向に沿って延びた状態のときに、前記第一方向に沿ってもよい。
【００１４】
　扁平なコネクタの短手方向のいずれの面を第二方向の一方側に向けて使用するかが決ま
っている場合に、かかる構成によれば、第一方向の一方側及び他方側のいずれの向きに束
線部を引き出したときでも、コネクタを束線部周りに半回転させることで、コネクタの向
き（表裏の方向）を同じにすることができる。即ち、第一方向の一方側に束線部を引き出
したときにコネクタの短手方向の一方側の面が第二方向の一方側を向くような蓄電装置で
は、第一方向の他方側に束線部を引き出したときに第一方向の一方側に引き出したときと
コネクタの表裏の向きを同じにするためには、コネクタを束線部（束線部の中心線）周り
に半回転（１８０°）ねじる必要があるため、束線部を第一方向の他方側に引き出して使
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用する場合に、導電線が前記ねじりに起因するダメージを受けやすくなるが、かかる構成
によれば、第一方向の一方側及び他方側のいずれの向きに束線部を引き出しても、コネク
タを１／４回転（９０°）ねじるだけでコネクタの向き（表裏の向き）を同じにできるた
め、前記ねじりに起因するダメージが抑えられる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上より、本実施形態によれば、束線部の引き出し方向を変更可能な蓄電装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本実施形態に係る蓄電装置の斜視図である。
【図２】図２は、前記蓄電装置のカバー部材の蓋部を開けた状態の斜視図である。
【図３】図３は、前記蓄電装置の分解斜視図である。
【図４】図４は、前記蓋部を開けた状態の前記カバー部材のＺ軸方向視の図である。
【図５】図５は、図１のＶ－Ｖ位置における断面模式図である。
【図６】図６は、前記蓄電装置において束線部の引き出し方向を変えることができること
を示す模式図である。
【図７】図７は、前記束線部の柔軟性を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図７を参照しつつ説明する。尚、本実施形
態の各構成部材（各構成要素）の名称は、本実施形態におけるものであり、背景技術にお
ける各構成部材（各構成要素）の名称と異なる場合がある。
【００１８】
　蓄電装置は、図１～図３に示すように、所定方向に並ぶ複数の蓄電素子１０と、異なる
蓄電素子１０同士を電気的に接続する複数のバスバ６０と、蓄電素子１０又はバスバ６０
に接続される複数の導電線７１が束ねられることで構成される束線部７と、を備える。本
実施形態の複数のバスバ６０のそれぞれは、所定方向に並ぶ複数の蓄電素子１０に沿って
広がるカバー部材６に保持されている。即ち、蓄電装置１は、複数のバスバ６０を保持す
るカバー部材６を備える。また、蓄電装置１は、蓄電素子１０と隣接する隣接部材２と、
蓄電素子１０及び隣接部材２を保持する保持部材４と、蓄電素子１０と保持部材４との間
に配置されるインシュレータ５と、を備える。
【００１９】
　複数の蓄電素子１０のそれぞれは、一次電池、二次電池、キャパシタ等である。本実施
形態の蓄電素子１０は、充放電可能な非水電解質二次電池である。より具体的には、蓄電
素子１０は、リチウムイオンの移動に伴って生じる電子移動を利用したリチウムイオン二
次電池である。
【００２０】
　蓄電素子１０は、電極体と、電極体を電解液と共に収容するケース１１と、少なくとも
一部がケース１１の外側に露出する外部端子１２と、ケース１１の内部において電極体と
外部端子１２とを接続する集電体と、を備える。
【００２１】
　電極体では、正極と負極とがセパレータを介して交互に積層されている。この電極体に
おいてリチウムイオンが正極と負極との間を移動することにより、蓄電素子１０が充放電
する。
【００２２】
　ケース１１は、開口を有するケース本体１１１と、ケース本体１１１の開口を塞ぐ（閉
じる）板状の蓋板１１２と、を有する。本実施形態のケース１１は、扁平な直方体形状で
あり、複数の蓄電素子１０は、ケース１１（ケース本体１１１）の幅広な面（壁部）を対
向させた状態で並んでいる。
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【００２３】
　以下では、複数の蓄電素子１０が並ぶ方向（所定方向：第一方向）を直交座標系のＸ軸
、ケース本体１１１の幅狭な一対の面（壁部）が対向する方向を直交座標系のＹ軸、蓋板
１１２の法線方向（第二方向）を直交座標系のＺ軸とする。
【００２４】
　隣接部材２は、Ｘ軸方向に並ぶ蓄電素子１０の間、又は蓄電素子１０と該蓄電素子１０
に対してＸ軸方向に並ぶ部材（本実施形態の例では、保持部材４の一部）との間に配置さ
れる。この隣接部材２は、複数種の隣接部材を含む。本実施形態の隣接部材２は、Ｘ軸方
向の途中位置にある蓄電素子１０と隣接する中間隣接部材２１と、Ｘ軸方向において最も
端にある蓄電素子１０の外側で該蓄電素子１０と隣接する終端隣接部材２２と、を含む。
本実施形態の中間隣接部材２１は、各蓄電素子１０間に配置されている。即ち、蓄電装置
１は、複数の中間隣接部材２１を有する。また、終端隣接部材２２は、Ｘ軸方向の最も端
に配置された蓄電素子１０の外側のそれぞれに配置されている。即ち、蓄電装置１は、一
対の終端隣接部材２２を有する。
【００２５】
　複数の中間隣接部材２１のそれぞれは、絶縁性を有し、Ｘ軸方向に隣り合う二つの蓄電
素子１０間に配置される。この中間隣接部材２１によって、Ｘ軸方向に隣り合う二つの蓄
電素子１０の間に所定の間隔（沿面距離等）が確保される。
【００２６】
　具体的に、中間隣接部材２１は、Ｘ軸方向に隣り合う二つの蓄電素子１０の間に位置す
る板状の第一本体部２１１と、第一本体部２１１に隣接する蓄電素子１０の該第一本体部
２１１に対する移動を規制する第一規制部２１２と、を有する。
【００２７】
　第一本体部２１１は、蓄電素子１０のケース１１の幅広面と対向する部位であり、Ｙ－
Ｚ面（Ｙ軸とＺ軸とを含む面）方向に広がる。本実施形態の第一本体部２１１は、隣接す
る蓄電素子１０との間に温度調整用の流体（本実施形態の例では空気）が流通可能な流路
を形成する。
【００２８】
　第一規制部２１２は、第一本体部２１１からＸ軸方向に延び、第一本体部２１１と隣接
する蓄電素子１０（詳しくはケース１１）とＹ－Ｚ面方向の外側から当接することによっ
て該蓄電素子１０の第一本体部２１１に対するＹ－Ｚ面方向への相対移動を規制する。本
実施形態の第一規制部２１２は、第一本体部２１１からＸ軸方向の両側に向けてそれぞれ
延びている。
【００２９】
　一対の終端隣接部材２２のそれぞれは、絶縁性を有し、Ｘ軸方向に隣り合う蓄電素子１
０と保持部材４（終端部材４１）との間に配置される。この終端隣接部材２２によって、
蓄電素子１０と保持部材４（終端部材４１）との間に所定の間隔（沿面距離等）が確保さ
れる。
【００３０】
　具体的に、終端隣接部材２２は、蓄電素子１０及び保持部材４との間に位置する第二本
体部２２１と、第二本体部２２１に隣接する蓄電素子１０の該第二本体部２２１に対する
移動を規制する第二規制部２２２と、を有する。
【００３１】
　第二本体部２２１は、Ｘ軸方向の端部に配置された蓄電素子１０のケース１１における
幅広面と対向する部位であり、Ｙ－Ｚ面方向に広がる板状の部位である。本実施形態の第
二本体部２２１は、隣接する蓄電素子１０との間に温度調整用の流体（本実施形態の例で
は空気）が流通可能な流路を形成する。
【００３２】
　第二規制部２２２は、第二本体部２２１からＸ軸方向に延び、第二本体部２２１と隣接
する蓄電素子１０（詳しくはケース１１）とＹ－Ｚ面方向の外側から当接することによっ
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て該蓄電素子１０の第二本体部２２１に対するＹ－Ｚ面方向への相対移動を規制する。本
実施形態の第二規制部２２２は、第二本体部２２１からＸ軸方向の一方側（蓄電素子１０
の配置されている側）に向けて延びている。
【００３３】
　保持部材４は、複数の蓄電素子１０と複数の隣接部材２との周囲を囲むことで、これら
複数の蓄電素子１０及び複数の隣接部材２をひとまとめに保持する。この保持部材４は、
金属等の導電性を有する部材によって構成される。具体的に、保持部材４は、Ｘ軸方向に
おいて複数の蓄電素子１０の両側に配置される一対の終端部材４１と、一対の終端部材４
１を連結する連結部材４２と、を有する。
【００３４】
　一対の終端部材４１のそれぞれは、Ｘ軸方向の端に配置された蓄電素子１０との間に終
端隣接部材２２が位置するように配置される。各終端部材４１は、終端隣接部材２２に沿
って広がる本体４１１と、本体４１１に取り付けられるボルト部材４１２と、を有する。
本実施形態の終端部材４１は、複数のボルト部材４１２を有する。
【００３５】
　複数のボルト部材４１２のそれぞれは、蓄電装置１が搭載又は設置等される際に、蓄電
装置１を設置対象物に固定するのに用いられる。例えば、本実施形態の蓄電装置１が自動
車に搭載される場合、ボルト部材４１２は、蓄電装置１を該自動車の設置位置に固定する
のに用いられる。
【００３６】
　一対の連結部材４２は、Ｙ軸方向において複数の蓄電素子１０の両側に配置される。こ
れら一対の連結部材４２のそれぞれは、Ｘ軸方向に延び且つＺ軸方向に間隔をあけて配置
される一対の梁部４２１と、Ｚ軸方向に延び且つ一対の梁部４２１の端部同士を連結する
一対の端部連結部４２２と、Ｘ軸方向における途中位置においてＺ軸方向に延び且つ一対
の梁部４２１同士を連結する中間連結部４２３と、を有する。本実施形態の連結部材４２
は、複数の中間連結部４２３を有する。
【００３７】
　インシュレータ５は、絶縁性を有する。このインシュレータ５は、連結部材４２と、複
数の蓄電素子１０との間に配置される。具体的に、インシュレータ５は、連結部材４２に
おける少なくとも複数の蓄電素子１０と対向する領域を覆う。これにより、インシュレー
タ５は、連結部材４２と、複数の蓄電素子１０との間を絶縁する。
【００３８】
　カバー部材６は、Ｘ軸方向に並ぶ複数の蓄電素子１０とＺ軸方向において重なる（即ち
、複数の蓄電素子１０をＺ軸方向の一方側から覆う）部材である。本実施形態のカバー部
材６は、樹脂製の一体成形品である。このカバー部材６の輪郭は、Ｚ軸方向視において略
矩形状（保持部材４によって保持された状態の複数の蓄電素子１０と対応する形状）であ
る。
【００３９】
　具体的に、カバー部材６は、図４にも示すように、バスバ６０を保持するバスバ保持部
６１と、複数の導電線７１等が配置される配線部６２と、束線部７を保持可能な束線部保
持部（保持部）６３と、を有する。本実施形態のバスバ保持部６１は、複数のバスバ６０
を保持している。これら複数のバスバ６０のそれぞれは、金属等の導電性を有する部材に
よって構成された板状の部材であり、隣り合う蓄電素子１０の対応する外部端子１２同士
を導通可能に接続する。本実施形態の複数のバスバ６０は、蓄電装置１に含まれる複数の
蓄電素子１０の全てを直列に接続する（導通させる）。具体的に、各バスバ６０は、矩形
状の輪郭を有する薄板状の部材である。このバスバ６０は、隣り合う蓄電素子１０の外部
端子１２のそれぞれとＺ軸方向に重なる位置に穴６０１を有する。即ち、バスバ６０は、
二つの穴６０１を有する。本実施形態の蓄電装置１では、この穴６０１を画定するバスバ
６０の穴周縁部が外部端子１２と溶接されている。
【００４０】
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　バスバ保持部６１は、バスバ６０の周縁を囲んだ状態で該バスバ６０を保持する。具体
的に、バスバ保持部６１は、角筒状の保持部本体６１１と、保持部本体６１１の開口を塞
ぐ蓋部６１２と、を有する。本実施形態のバスバ保持部６１は、保持部本体６１１と蓋部
６１２とを接続する接続部６１３も有する。このバスバ保持部６１は、バスバ６０の数と
同じ数（複数）の保持部本体６１１と、保持部本体６１１の数に対応する数（複数）の蓋
部６１２と、を有する。
【００４１】
　複数の保持部本体６１１は、カバー部材６のＹ軸方向の中央に配置された配線部６２の
両側（Ｙ軸方向の両側）においてＸ軸方向に並ぶように配置されている。各保持部本体６
１１は、Ｚ軸方向の一端と他端とが開口する角筒状であり、一つのバスバ６０の周縁を囲
んだ状態で該バスバ６０を保持する。各バスバ６０は、保持部本体６１１に囲まれた状態
で蓄電素子１０の外部端子１２に接続（本実施形態の例では溶接）されている。
【００４２】
　蓋部６１２は、保持部本体６１１のＺ軸方向の一端側（図２における上端側）の開口を
解放可能に塞ぐ板状の部位である。蓋部６１２は、一つの保持部本体６１１のＺ軸方向の
一端側の開口、又は、Ｘ軸方向に隣り合う二つの保持部本体６１１のＺ軸方向の一端側の
各開口を塞ぐ。本実施形態の蓋部６１２は、Ｚ軸方向から見て矩形状である。この蓋部６
１２は、Ｙ軸方向の端部が薄板状の接続部６１３を介して保持部本体６１１に接続され、
接続部６１３が折り返されることで、保持部本体６１１のＺ軸方向の一端側の開口を塞ぐ
（図１参照）。
【００４３】
　配線部６２は、蓄電素子１０又はバスバ６０に接続される複数の導電線７１や、これら
複数の導電線７１が束ねられることで構成される束線部７等が配置される部位である。本
実施形態の配線部６２は、カバー部材６のＹ軸方向の中央部においてＸ軸方向に延びる溝
状の部位である。この配線部６２は、Ｘ－Ｙ面方向に広がる板状の第一部位６２１と、第
一部位６２１のＹ軸方向の端縁から該第一部位６２１に対して立ち上がる（Ｚ軸方向に延
びる）一対の第二部位６２２と、を有する。
【００４４】
　この溝状の配線部６２に配置される複数の導電線７１は、バスバ６０（バスバ６０によ
って接続された蓄電素子１０間）の電圧を測定するために該バスバ６０に接続された（該
バスバ６０から延びる）導電線や、蓄電素子１０の温度を測定するために該蓄電素子１０
（詳しくは、ケース１１）に取り付けられたサーミスタ等の温度センサに接続された（温
度センサから延びる）導電線等を含む。これら各導電線７１が束ねられることによって束
線部７が構成される。
【００４５】
　束線部保持部６３は、複数の蓄電素子１０に沿ってＸ軸方向に延びた状態、即ち、配線
部６２（詳しくは、第一部位６２１）に沿ってＸ軸方向に延びた状態の束線部７を取り外
し可能に保持する。
【００４６】
　具体的に、束線部保持部６３は、配線部６２のＸ軸方向の端部において第一部位６２１
からＺ軸方向に延びる二つの突部６３１を有する。これら二つの突部６３１は、先端部の
間隔が束線部７（詳しくは、後述する束線部本体７２）の幅より小さく、且つ、先端部よ
り基部側のＺ軸方向の各位置の間隔が束線部７（束線部本体７２）の断面形状に対応した
形状を有する（図５参照）。そして、二つの突部６３１は、その間に束線部７が押し込ま
れるとき、及び、二つの突部６３１間の束線部７がＺ軸方向の外側に引っ張られたときに
、該束線部７の通過を許容する程度まで先端部の間隔が開くように弾性変形する。これに
より、束線部保持部６３は、束線部７（束線部本体７２）がＺ軸方向の蓄電素子１０側に
押圧されて該束線部保持部６３（二つの突部６３１間）に嵌まり込むことで該束線部７を
保持する。また、束線部保持部６３は、束線部７（束線部本体７２）が保持された状態か
らＺ軸方向の蓄電素子１０と反対側に引っ張られることで束線部７を解放する、即ち、束
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線部７が二つの突部６３１間から抜け出る。
【００４７】
　本実施形態のカバー部材６は、配線部６２のＸ軸方向の両端部に束線部保持部６３を有
する。即ち、カバー部材６は、二つの束線部保持部６３を有する。
【００４８】
　束線部７は、いわゆるワイヤーハーネスであり、複数の導電線７１が束ねられた束線部
本体７２と、束線部本体７２の先端に接続されたコネクタ７３と、を有する。
【００４９】
　本実施形態の束線部本体７２では、複数の導電線７１が周囲をテープや樹脂製のチュー
ブ、結束バンド等によって囲まれることで束ねられている。この束線部本体７２は、基部
７２１を蓄電素子１０に沿った位置で且つ複数の蓄電素子１０（蓄電素子群）におけるＸ
軸方向の途中位置に配置される。本実施形態の束線部本体７２の基部７２１は、複数の蓄
電素子１０におけるＸ軸方向の中央位置に配置される。詳しくは、バスバ６０や、ケース
１１に取り付けられた温度センサ等から延びる各導電線７１が配線部６２の第一部位６２
１に沿ってＸ軸方向の前記中央位置に集められ、この集められた位置からテープやチュー
ブ、結束バンド等によって束ねられることで束線部本体７２が構成されている。
【００５０】
　束線部本体７２は、基部７２１を起点（支点）に該束線部本体７２の向きを変更可能で
ある。例えば、束線部本体７２は、その先端部７２２をＸ軸方向の一方側に向けた姿勢（
図１及び図６の符号７Ａ参照）や、先端部７２２をＸ軸方向の他方側に向けた姿勢（図６
の符号７Ｂ参照）や、先端部７２２をＺ軸方向（蓄電素子１０から離れる方向）に向けた
姿勢（図６の符号７Ｃ参照）となるように、基部７２１を起点に向きを変更できる。本実
施形態の束線部本体７２は、カバー部材６の各部位（配線部６２の第二部位６２２等）と
干渉しない範囲で、基部７２１を起点に任意の方向に向きを変更できる。
【００５１】
　この束線部本体７２は、Ｘ軸方向の一方側に延びる状態（図６の符号７Ａ参照）と他方
側に延びる状態（図６の符号７Ｂ参照）とのいずれの状態でも、先端部７２２が終端部材
４１よりＸ軸方向の外側となる位置まで延びている。即ち、束線部本体７２の長さ寸法は
、束線部７を除いた蓄電装置１のＸ軸方向における長さ寸法の１／２よりも大きい。ここ
で、各導電線７１は、束線部本体７２がＸ軸方向の一方側に延びる状態（図６の符号７Ａ
参照）と他方側に延びる状態（図６の符号７Ｂ参照）とのそれぞれの状態のときに、僅か
に弛む長さ寸法を有している。これにより、基部７２１を起点に束線部７の方向を変えた
ときに、いずれかの導電線７１が引っ張られて断線等が生じることを防ぐことができる。
【００５２】
　また、束線部本体７２は、柔軟性を有する。これにより、束線部本体７２は、長尺方向
の途中位置（１か所又は複数個所）で曲げたり、全体を湾曲させたり等できる（図７参照
）。
【００５３】
　また、束線部本体７２の断面形状の大きさ（径）は、配線部６２の深さ（第二部位６２
２のＺ軸方向の寸法）より小さい（図５参照）。これにより、束線部本体７２がＸ軸方向
の一方側又は他方側に延びた状態となったときに（図６の符号７Ａ及び符号７Ｂ参照）、
束線部本体７２が配線部６２内に収まる（即ち、束線部本体７２がバスバ保持部６１より
Ｚ軸方向の外側に突出することが防がれる）。
【００５４】
　コネクタ７３は、相手側コネクタとの嵌合方向と直交する方向に扁平である。このコネ
クタ７３は、束線部本体７２が複数の蓄電素子１０から離れる方向（Ｚ軸方向）に沿って
延びたときに、その長手方向がＺ軸方向に沿った状態となるように（図６の符号７Ｃ参照
）、束線部本体７２の先端部７２２に接続されている。即ち、コネクタ７３は、束線部本
体７２がＺ軸方向に沿って延びたときに、短手方向の一方の面７３１をＹ軸方向の一方側
に向け、短手方向の他方の面７３２をＹ軸方向の他方側に向ける。



(9) JP 2019-197627 A 2019.11.14

10

20

30

40

50

【００５５】
　以上の蓄電装置１によれば、複数の導電線７１が束ねられた束線部本体７２（束線部７
）がその基部７２１を起点に向きを変更可能であるため、束線部７の蓄電装置１からの引
き出し方向を容易に変更することができる。
【００５６】
　また、本実施形態の蓄電装置１では、束線部本体７２の基部７２１が、Ｘ軸方向の中央
位置に配置されている。これにより、束線部７の引き出し方向をＸ軸方向の一方側と他方
側とのいずれの向きに変えても、束線部７を除いた蓄電装置１のＸ軸方向の端部（終端部
材４１）から束線部７の先端までの距離が等しくなる（図６の符号７Ａ及び７Ｂ参照）。
即ち、束線部７の引き出し方向をＸ軸方向の一方側と他方側とのいずれの向きに変えても
、束線部７における終端部材４１からＸ軸方向の外側に突出している長さが同じになる。
【００５７】
　また、本実施形態の蓄電装置１は、Ｘ軸方向に延びた状態の束線部７（束線部本体７２
）を取り外し可能に保持する束線部保持部（保持部）６３を備える。
【００５８】
　このため、束線部７をＸ軸方向の一方側又は他方側に引き出したときの該束線部７を固
定することができる。しかも、束線部保持部６３が取り外し可能に束線部本体７２（束線
部７）を保持しているため、束線部本体７２を束線部保持部６３に保持させた後でも該束
線部保持部６３から束線部本体７２を取り外すことで該束線部本体７２の向きを容易に変
更することができる。
【００５９】
　扁平なコネクタ７３の短手方向のいずれの面７３１、７３２をＺ軸方向の一方側に向け
て使用するかが決まっている場合に、本実施形態の蓄電装置１では、束線部７がＺ軸方向
に延びた状態のときに、扁平なコネクタ７３の長手方向がＸ軸方向に沿うため、Ｘ軸方向
の一方側及び他方側のいずれの向きに束線部７を引き出したときでも、コネクタ７３を束
線部７の中心線周りに半回転させることで、コネクタ７３の向き（表裏の方向）を同じに
することができる（図６の符号７Ａ及び符号７Ｂ参照）。即ち、Ｘ軸方向の一方側に束線
部を引き出したときにコネクタの短手方向の一方側の面がＺ軸方向の一方側を向くような
蓄電装置１では、Ｘ軸方向の他方側に束線部を引き出したときにＸ軸方向の一方側に引き
出したときとコネクタの表裏の向きを同じにするためには、コネクタを束線部の中心線周
りに半回転（１８０°）ねじる必要があるため、束線部を第一方向の他方側に引き出して
使用する場合に、導電線が前記ねじりに起因するダメージを受けやすくなるが、本実施形
態の蓄電装置１によれば、Ｘ軸方向の一方側及び他方側のいずれの向きに束線部７を引き
出しても、コネクタ７３を１／４回転（９０°）ねじるだけでコネクタ７３の向き（表裏
の向き）を同じにできるため、前記ねじりに起因するダメージが抑えられる。
【００６０】
　尚、本発明の蓄電装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、ある実施形態の
構成に他の実施形態の構成を追加することができ、また、ある実施形態の構成の一部を他
の実施形態の構成に置き換えることができる。さらに、ある実施形態の構成の一部を削除
することができる。
【００６１】
　上記実施形態の蓄電装置１では、コネクタ７３は、相手側コネクタとの嵌合方向と直交
する方向に扁平であるが、扁平でなくてもよい。
【００６２】
　上記実施形態の束線部７では、束線部本体７２の先端部７２２にコネクタ７３が接続さ
れているが、この構成に限定されない。束線部７は、コネクタ７３の無い構成でもよい。
【００６３】
　上記実施形態の束線部７は、バスバ６０から延びる導電線と、温度センサから延びる導
電線とを含んでいるが、この構成に限定されない。束線部７は、バスバ６０から延びる導
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。また、束線部７は、他の導電線（バスバ６０から延びる導電線及び温度センサから延び
る導電線以外の導電線）を含んでもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態の蓄電装置１では、Ｘ軸方向において、束線部本体７２の基部７２
１が中央位置に配置されているが、この構成に限定されない。束線部本体７２の基部７２
１は、Ｘ軸方向の中央位置より一方側又は他方側に偏った位置に配置されていてもよい。
【００６５】
　また、本実施形態の蓄電装置１では、複数の導電線７１は、それぞれ独立した電線等で
あるが、この構成に限定されない。複数の導電線７１は、電流の流れる方向における途中
位置まで（例えば、束線部本体７２の基部７２１の位置まで）プリント配線板によって一
体に構成されていてもよい。
【符号の説明】
【００６６】
　１…蓄電装置、２…隣接部材、２１…中間隣接部材、２１１…第一本体部、２１２…第
一規制部、２２…終端隣接部材、２２１…第二本体部、２２２…第二規制部、４…保持部
材、４１…終端部材、４１１…本体、４１２…ボルト部材、４２…連結部材、４２１…梁
部、４２２…端部連結部、４２３…中間連結部、５…インシュレータ、６…カバー部材、
６０…バスバ、６０１…穴、６１…バスバ保持部、６１１…保持部本体、６１２…蓋部、
６１３…接続部、６２…配線部、６２１…第一部位、６２２…第二部位、６３…束線部保
持部、６３１…突部、７、７Ａ、７Ｂ、７Ｃ…束線部、７１…導電線、７２１…基部、７
２２…先端部、７２…束線部本体、７３…コネクタ、７３１…一方の面、７３２…他方の
面、１０…蓄電素子、１１…ケース、１１１…ケース本体、１１２…蓋板、１２…外部端
子、１３…ケース
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